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（参考）介護予防施策に関する最近の動向① 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について 

 

高齢者の心身の課題に対応し、きめ細かな支援を実施するため、これまで課題であった国

民健康保険と後期高齢者医療制度の保健事業の接続や、保健事業と介護予防の連携の必要

性等を踏まえ、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施する枠組みが構築されました。

（「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法

律」令和2 年4 月1 日施行）具体的には、75 歳以上高齢者に対する保健事業を市町村が介

護保険の地域支援事業等と一体的に実施することができるよう、国、広域連合、市町村の役

割等について定めるとともに、市町村等において、各高齢者の医療・健診・介護情報等を一

括して把握できるよう規定の整備等を行うものとしています。＜図表1-17・18＞ 

広域連合においては、域内の構成区市町村と協議の上で、広域計画に構成区市町村との連

携に関する事項を定め、これに基づき高齢者保健事業を区市町村に委託します。委託を受け

た区市町村は、高齢者の保健事業と介護予防等との一体的な実施の事業内容を含む基本的

な方針を定め、広域連合との委託契約及び基本的な方針に基づき事業を実施します。 

具体的には、医療専門職を配置し、事業の企画・調整や、KDB システムを活用した地域

の健康課題の分析・対象者の把握等を行った上で、高齢者に対する個別支援（ハイリスクア

プローチ）と通いの場等への関与（ポピュレーションアプローチ）の双方の取組を行います。

＜図表1-19＞なお、取組においては地域ケア会議が活用可能であることも示されています。 

 
＜図表1-17＞ 

   
                         出典：厚生労働省 第 149 回市町村職員を対象とするセミナー「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について」 
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＜図表1-18＞ 

  
 
 

＜図表1-19＞ 

  
                         出典：厚生労働省 第 149 回市町村職員を対象とするセミナー「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について」 

                         出典：厚生労働省 第 149 回市町村職員を対象とするセミナー「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について」 
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（参考）介護予防施策に関する最近の動向② 

一般介護予防事業等に今後求められる機能を実現するための方策等について 

 
 令和元年5 月、「2040 年を展望した社会保障・働き方改革本部」（本部長・厚生労働大臣）

において、2040 年までに健康寿命を３年以上延伸することを目標とする「健康寿命延伸プ

ラン」が策定され、その目標を達成するための取組の柱の一つとして介護予防が位置づけら

れました。こうした状況も踏まえ、介護予防の更なる推進を図るため、国においては、一般

介護予防事業等に今後求められる機能を実現するための方策を議論する検討会が設置され、

令和元年12 月に取りまとめが公表されました。＜図表1-20～22＞ 
本取りまとめは、通いの場などの介護予防の捉え方について、介護保険以外の担当部局や、

民間企業等の多様な主体が、介護予防に資すると思われるサービスを展開している状況等

を踏まえ、「高齢者が関心等に応じ参加できるよう、介護保険による財政的支援を行ってい

るものに限らず幅広い取組が通いの場に含まれる」と示しています。また「役割がある形で

の社会参加も重要である」とし、ボランティアや就労的活動の普及促進を図るとしています。 
今後、取組を効果的に行うために求められる方策としては、（１）一般介護予防事業と地

域支援事業の他事業（介護予防・自立支援のための地域ケア会議、短期集中予防サービス、

生活支援体制整備事業）との連携、（２）専門職の効果的・効率的な関与、（３）PDCA サイ

クルに沿った取組の推進の三点について具体的な事項を示しています。 
 
＜図表1-20＞ 

  
                   出典：厚生労働省「一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会」取りまとめ（概要）  
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＜図表1-21＞ 

 
 
＜図表1-22＞ 

 

                   出典：厚生労働省「一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会」取りまとめ（概要）  

                   出典：厚生労働省「一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会」取りまとめ（概要）  


